SES契約書（システムエンジニアリングサービス契約書）

本契約は、●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）との間で、システムエンジニアリングサービス（以下「本サービス」という。）の提供に関し、以下のとおり締結される。

（第1条　目的）
本契約は、甲が乙に対し、システム開発・運用・保守等に関連する技術支援業務を行わせるにあたり、当事者間の権利義務関係を明確化し、適切な業務遂行及び取引の安定を図ることを目的とする。

（第2条　本サービスの内容）
1　乙は、甲が個別に発行する作業依頼書（以下「個別契約」という。）に基づき、本サービスを提供する。
2　個別契約には、業務内容、作業場所、期間、要員人数、スキル要件、報酬その他必要事項を定める。
3　本契約と個別契約が矛盾する場合、個別契約が優先する。

（第3条　業務遂行の方法）
1　乙は、専門技術者（以下「要員」という。）を選任し、甲の指示に基づき技術支援業務を遂行する。
2　要員は乙の指揮命令下にあるものとし、甲は乙に対し業務遂行方法の一般的指示を行うにとどまり、雇用的指揮命令を行わない。
3　乙は、要員が当該業務を遂行するに必要な技術力・経験を有することを保証する。

（第4条　再委託）
1　乙は、甲の書面同意なく、本サービスを第三者に再委託してはならない。
2　甲の同意により再委託を行う場合、乙は再委託先に対し、乙と同等の義務を課し、その行為について責任を負う。

（第5条　要員の変更）
1　乙は、正当な理由がある場合を除き、個別契約にて定めた要員を変更してはならない。
2　要員変更が必要な場合、乙は事前に甲へ書面で協議し、承諾を得るものとする。
3　要員の不適切な業務遂行が認められる場合、甲は乙に対し要員の交代を求めることができる。

（第6条　報酬及び支払）
1　甲は、個別契約に定める報酬を、成果に係らず稼働時間に応じて乙へ支払う。
2　前項の報酬には、要員の人件費、管理費、交通費その他乙の負担すべき費用が含まれる。
3　乙は、毎月末時点の実績稼働時間をまとめ、翌月●日までに甲へ請求書を提出する。
4　甲は請求書受領後、当月末日までに乙指定口座へ振込により支払う。

（第7条　稼働時間）
1　標準稼働時間及び精算範囲は個別契約に定める。
2　精算範囲を超過した稼働については、個別契約に基づき割増単価で精算する。
3　要員の遅刻・欠勤・早退等により生じた稼働不足は、乙の責任において補填するものとし、甲は報酬支払義務を負わない。

（第8条　秘密保持）
1　乙及び要員は、業務期間中および終了後も、甲から開示された技術情報・業務情報・個人情報等の秘密情報を第三者へ漏洩してはならない。
2　秘密保持義務は、本契約終了後●年間存続する。

（第9条　知的財産権）
1　本サービスの提供過程において乙又は要員が作成した成果物の知的財産権は、個別契約に別段の定めない限り甲に帰属する。
2　乙は、成果物に第三者の権利侵害がないことを保証する。

（第10条　業務場所・設備）
1　甲は要員が業務を遂行するために必要な作業環境（机、PC、ネットワーク等）を提供する。
2　乙は、要員が甲の施設・設備を使用する際、甲の規程に従うものとする。

（第11条　契約期間）
1　本契約の有効期間は締結日から●年間とする。
2　本契約終了後であっても、秘密保持義務・損害賠償義務等の条項は存続する。

（第12条　成果物の検収）
1　本サービスは原則として労務提供型であり、成果の完成義務を負わない。
2　成果物を伴う場合、検収手続は個別契約の定めに従う。

（第13条　禁止事項）
乙及び要員は、以下の行為をしてはならない。
1　甲の設備・情報の不正利用
2　第三者への業務の横流し
3　反社会的勢力との関係を有する行為
4　法令又は公序良俗に反する行為

（第14条　損害賠償）
1　乙が本契約に違反し甲に損害を与えた場合、乙は甲に対して損害を賠償する義務を負う。
2　甲の責任は、直接かつ通常損害に限られ、逸失利益・特別損害は含まれない。

（第15条　契約解除）
甲または乙は、相手方が以下のいずれかに該当した場合、催告なしに契約を解除できる。
1　本契約に重大な違反がある場合
2　支払停止、破産申立て等の信用不安が生じた場合
3　反社会的勢力であることが判明した場合

（第16条　再就職等の禁止）
乙及び要員は、業務期間中および終了後●年間、甲の従業員の引抜き行為や、要員が甲に直接雇用される行為を行ってはならない。

（第17条　紛争解決）
本契約に関して紛争が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議するものとし、解決しない場合、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（第18条　協議事項）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ決定する。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。





●年●月●日

甲　●●株式会社
住所：
代表者名：

乙　●●株式会社
住所：
代表者名：

